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東京都市計画地区計画の決定について 

（外環道東名ジャンクション周辺地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第１９条第１項の規定により、東京都市計画地区計画の決定（外環道東名

ジャンクション周辺地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都市計画地区計画の決定（世田谷区決定） 

都市計画外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画 

位   置※ 世田谷区喜多見三丁目、喜多見五丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵六丁目各地内 

面   積※ 約５２．８ｈａ 

地区計画の目標 本地区は、世田谷区西部に位置し、東京都市計画緑地第１８号次大夫堀緑地、東京都市計画河川第９号野川、国分寺崖線など豊かな

自然環境が残る地区である。さらに、地区全体が風致地区に指定され、地区西側では、東京都の農の風景育成地区に指定されるなど、

自然環境や景観を守り、みどりとみずとの調和をめざした街づくりを進めている。一方で、本地区は道路等の都市基盤が未整備なまま

市街化が進行し、土地区画整理事業を施行すべき区域に指定され、消防活動困難区域といった防災上の課題が残る箇所もある。また、

世田谷通り、多摩堤通り沿道では生活利便施設が不足している。 

平成２６年には、本地区内において高速自動車国道第一東海自動車道とつなぐジャンクションの整備を含めた東京都市計画道路都市

高速道路外郭環状線の事業認可がなされた。当該事業により整備される機能補償道路や、それにあわせて整備を行う東京都市計画道路

世田谷区画街路第３号線などに加えて、本地区では、道路ネットワークの形成、合理的な土地利用の誘導や、グリーンインフラの拡充

などの街づくりを必要としている。 

世田谷区都市整備方針（令和７年７月策定）では、世田谷通り及び多摩堤通りを生活利便施設の立地を誘導する主要生活交通軸に位

置付けている。さらに、区画道路などの都市基盤整備にあわせ、安全・安心で利便性の高い土地利用を図るとともに、誰もが移動しや

すく生活環境の心地よいみどり豊かな市街地の形成、周辺地区と連続する野川沿いのみどりとみずのネットワークなどの充実を図ると

している。あわせて、ジャンクションの整備に伴い創出される上部空間等の活用については、高速道路や関連施設の事務所などとのゾ

ーン区分を調整しつつ、緩衝緑地帯の整備を図るとともに、憩いの公園や運動施設などの地域コミュニティの場の創出、防災機能の確

保などに向けた整備を進めるとしている。 

 このような地区の特性を踏まえ、以下のような市街地を形成することを目標とする。 

１ 安全性、防災性及び利便性の向上に資する道路ネットワークの形成 

２ 世田谷通り、多摩堤通りの沿道に生活利便施設が立地し、住宅・商業・業務機能等が調和した暮らしやすい街並みの形成 

３ 野川や国分寺崖線などのみどり豊かな自然環境と調和した良好な街並みの形成 

４ ジャンクションの上部空間及びその沿道などの土地利用と周辺住環境が調和した街並みの形成 
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区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方

針  

目標とする市街地の形成を図るため、地区の特性に応じて地区区分及び土地利用の方針を以下のように定める。 

１ 住宅地区 

地区施設の整備にあわせた合理的な土地利用とともに、みどり豊かな自然環境と調和した低層でゆとりある良好な住環境の形成を

図る。 

２ 田直住宅地区 

土地区画整理事業の施行による都市基盤を維持しつつ、みどり豊かな自然環境と調和した低層でゆとりある良好な住環境の形成を

図る。 

３ 喜多見東住宅地区 

土地区画整理事業の施行による都市基盤を維持しつつ、みどり豊かな自然環境と調和したゆとりある良好な住環境を形成するとと

もに、高速道路沿道では業務機能を配しつつ、後背の土地利用との調和を図る。 

４ 世田谷通り沿道地区 

住宅・商業・業務機能等が調和した街並みの形成を図る。 

５ 多摩堤通り沿道地区 

後背の良好な住環境と調和を図った生活利便施設を誘導し、住宅・商業・業務機能等が調和した街並みの形成を図る。 

６ 高速道路周辺地区 

ジャンクションの整備に伴い創出される上部空間等を有効活用し、広場・公園等の地域コミュニティの場を創出し、運動施設や事

務所などの施設を設置しつつ、後背の良好な住環境を保全しながら、沿道等と連続的なにぎわいのある街並みの形成を図る。 

地区施設の整

備の方針 

１ 道路 

消防活動困難区域の解消や周辺の地区幹線道路等とのネットワークを踏まえ、区画道路を配置する。 

ジャンクションの整備に伴い、分断される生活道路や沿道サービスの機能を補償する機能補償道路を配置する。 

２ 公園 

住民の憩いの場やみどりの維持、保全のため、公園を配置する。 

建築物等の整

備の方針 

目標とする市街地を適切に誘導するため、以下のように建築物等の整備の方針を定める。 

１ 良好で健全な住環境を形成するため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 地区の特性に応じた良好な街並みを形成するため、敷地面積に応じて建築物の容積率の最高限度及び建築物等の高さの最高限度を

定める。 

３ みどり豊かなゆとりある街並みを形成するため、建築物の建蔽率の最高限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。 

４ 良好な住環境を形成するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

５ 道路及び隅切り空間を確保し、安全でゆとりある街並みを形成するため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の

設置の制限を定める。 

６ 秩序ある街並みや景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 
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その他当該地

区の整備、開

発及び保全に

関する方針 

１ みどり豊かで潤いのある街並みを形成するため、地区内では積極的な既存樹木の保全や新たなみどりの創出及び農地の適切な保全

に努める。 

２ 地区内においては河川等への雨水の流出を抑制し、浸水被害の防止を図るため、グリーンインフラの観点も踏まえた雨水貯留浸透

施設の整備を促進する。 

３ 未接道宅地については、原則、道路の築造や共同化により接道を確保する。あわせて建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下「法」という。）第４３条第２項の認定及び許可により解消を図っていく。 

地
区
整
備
計
画 

地 
区 
施 
設 
の 
配 
置 
及 
び 
規 
模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道 路 区画道路１号 ６．１ｍ～６．２ｍ 約１９０ｍ 既存 区画道路２号 ６．０ｍ 約２００ｍ 既存 

区画道路３号 ６．０ｍ 約１９０ｍ 一部拡幅 区画道路４号 ６．０ｍ 約３２０ｍ 拡幅 

区画道路５号 ６．０ｍ～７．３ｍ 約１６０ｍ 既存 区画道路６号 ６．０ｍ 約１４０ｍ 一部拡幅 

区画道路７号 ６．０ｍ 約７０ｍ 新設 区画道路８号 ６．０ｍ 約２５０ｍ 拡幅 

区画道路９号 ６．０ｍ 約１２０ｍ 一部拡幅 区画道路１０号 ６．０ｍ 約１００ｍ 拡幅 

区画道路１１号 

※ 

約１２～１８ｍ 約１，０５０ｍ 既存 区画道路１２号 ２．０ｍ（全幅

６．０ｍ） 

約４３０ｍ 既存 

名称 幅員 延長 備考 

機能補償道路１号 ２．０ｍ（全幅４．０ｍ） 約１２０ｍ 新設 機能補償道路４、

６、１１、１２、

１３号では、機能

補償道路内に計画

図２に示す箇所に

おいて、底辺２ｍ

の隅切りを整備す

る。 

機能補償道路２号※ ２．０～８．８ｍ（全幅４．０～１１．８ｍ） 約５０ｍ 新設 

機能補償道路３号 ３．０ｍ（全幅６．０ｍ） 約１１０ｍ 新設 

機能補償道路４号※ ６．０～８．９ｍ 約１１０ｍ 新設 

機能補償道路５号※ ９．０～９．３ｍ 約１９０ｍ 新設 

機能補償道路６号※ ６．０～８．０ｍ 約５１０ｍ 新設 

機能補償道路７号 ６．０ｍ 約５０ｍ 拡幅 

機能補償道路８号 ７．５ｍ 約７０ｍ 既存 

機能補償道路９号 ６．０ｍ 約６０ｍ 新設 

機能補償道路１０号 ６．０ｍ 約７０ｍ 新設 

機能補償道路１１号 ６．０ｍ 約３０ｍ 新設 

機能補償道路１２号※ ６．０～１６．３ｍ 約１７０ｍ 新設 
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道 路 機能補償道路１３号※ １０．０～１８．９ｍ 約４１０ｍ 新設  

機能補償道路１４号※ ４．０ｍ（全幅８．０～８．１ｍ） 約３９０ｍ 新設 

機能補償道路１５号 ６．０ｍ 約１１０ｍ 新設 

機能補償道路１６号 ７．５～７．６ｍ 約８０ｍ 新設 

機能補償道路１７号 ６．０ｍ 約７０ｍ 新設 

公 園 名 称 面 積 備 考 

喜多見東公園 約３５０㎡ 既設 

喜多見東記念公園 約１，２７０㎡ 既設 

建 
築 
物 
等 
に 
関 
す 
る 
事 
項 

地 
区 
の 
区 
分 

名称 住宅地区 田直住宅地区 
喜多見東 
住宅地区 

世田谷通り 
沿道地区 

多摩堤通り 
沿道地区 

高速道路 
周辺地区 

面積 約１８．９ｈａ 約１．９ｈａ 約５．１ｈａ 約４．１ｈａ 約３．５ｈａ 約１９．４ｈａ 

建築物等

の用途の

制限※ 

 

― 

 次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 

１  法別表第２

（い）項第一号に

規定する住宅の

うち、住戸専用部

分の床面積が３

０㎡未満の住戸

を有するもの  

２  法別表第２

（い）項第三号に

規定する共同住

宅のうち、住戸専

用部分の床面積

が３０㎡未満の

住戸を有するも

の 

― 

次に掲げる建築物は建築

してはならない。 

１ 法別表第２（に）項第三

号に定めるボーリング場、

スケート場、水泳場その他

これらに類する運動施設 

２ 法別表第２（に）項第五

号に定める自動車教習所 

３ 法別表第２（に）項第六

号に規定する政令で定め

る規模の畜舎 

４ 法別表第２（に）項第七

号及び第八号に定める建

築物（法別表第２（は）項

第五号に規定する政令で

定めるものを除く。） 

― 
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建築物の

容積率の

最高限度

※ 

１０／１０ 

ただし、建築物の敷地が次の

いずれかに該当する場合は、当

該各号に掲げる数値とする。な

お、敷地内に区画道路（計画図

２に示す区画道路をいう。以下

同じ。）が位置づけられている

場合（以下「区画道路が位置づ

けられた敷地」という。）は、

区画道路に係る部分を敷地面

積から除外して敷地面積及び

容積率を算定するものとする。 

１ 敷地面積が２００㎡未満

の敷地で、区画道路、機能補

償道路（計画図２に示す機能

補償道路をいう。）もしくは

東京都市計画地区計画大蔵

地区地区計画における区画

道路３１号に接する敷地又

は区画道路が位置づけられ

た敷地にあっては、１２／１

０ 

２ 敷地面積が２００㎡以上

の敷地にあっては、１５／１

０ 

１２／１０ 

ただし、敷地

面積が２００

㎡以上の場合

は、この限りで

ない。なお、区

画道路が位置

づけられた敷

地は、区画道路

に係る部分を

敷地面積から

除外して敷地

面積及び容積

率を算定する

ものとする。 

１ 敷地面積が１

００㎡未満の敷

地にあっては、１

０／１０ 

２ 敷地面積が１

００㎡以上２０

０㎡未満の敷地

にあっては、１２

／１０ 

３ 敷地面積が２

００㎡以上５０

０㎡未満の敷地

にあっては、次の

算式により得ら

れる数値 

Ｖ＝｛（Ａ－２０

０）×４／１５

＋１２０｝／１

００ 

Ｖ：容積率の最

高限度 

Ａ：敷地面積

（㎡） 

２０／１０ 

 ただし、区画道路が位置づけられた敷地は、区画道路に係る

部分を敷地面積から除外して容積率を算定するものとする。 
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建築物の

建蔽率の

最高限度 

４／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる数値とする。なお、区画道路が位置づけられた敷地は、区画道

路に係る部分を敷地面積から除外して建蔽率を算定するものとする。 

１ 東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。以下「風

致地区条例」という。）に基づく許可（風致地区条例第３条第１項

に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条第１項第５

号ただし書の規定に該当するものに限る。）をいい、風致地区条例

第３条第３項の規定に基づく協議を含む。以下同じ。）を受けた建

築物の敷地にあっては、５／１０ 

２ 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定

するものの内にある建築物の敷地で、風致地区条例に基づく許可を

受けた建築物の敷地にあっては、６／１０ 

１ 風致地区条例に基づく許可を受けた建築物の敷地にあって

は、５．５／１０ 

２ 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が

指定するものの内にある建築物の敷地で、風致地区条例に基

づく許可を受けた建築物の敷地にあっては、６．５／１０ 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

１００㎡ ８０㎡ 

壁面の位

置の制限 

１ 区画道路が位置づけられた敷地においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び当該建築物に附属する門又は塀の面（以下

「外壁等」という。）は、区画道路境界線を越えてはならない。 

２ 法第４２条に規定する道路もしくは区画道路が交わる角敷地（隅角が１２０度以上の場合を除く）においては、外壁等は、道路境

界線もしくは区画道路境界線の交点を頂点とした底辺２ｍの二等辺三角形の底辺となる線又は区画道路境界線相互の交点を頂点と

した底辺３ｍの二等辺三角形の底辺となる線を越えてはならない。ただし、計画図２に示す機能補償道路内の隅切りの箇所を除く。 

３ 各境界線（道路境界線、区

画道路境界線及び隣地境界

線をいう。以下この項におい

て同じ。）から直行方向の建

築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面までの水平距離（以

下「壁面後退距離」という。）

は、道路境界線又は区画道路

境界線から２ｍ以上、隣地境

界線から１．５ｍ以上とす

る。ただし、敷地面積（区画 

３ 壁面後退

距離は、道路

境界線又は

区画道路境

界線から２

ｍ以上、隣地

境界線から

１．５ｍ以上

とする。ただ

し、風致地区

条例に基づ 

３ 壁面後退距離

は、道路境界線か

ら２ｍ以上、隣地

境界線から１．５

ｍ以上とする。た

だし、風致地区条

例に基づく許可

を受けた場合の

壁面後退距離は

次のア及びイに

掲げる数値とす 

３ 壁面後退距離は、道路境界線又は区画道路境界線から２ｍ以

上、隣地境界線から１．５ｍ以上とする。ただし、風致地区条

例に基づく許可を受けた場合はこの限りでない。 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位

置の制限 

道路が位置づけられた敷地

は、区画道路に係る部分を敷

地面積から除外した面積）が

２００㎡未満で、風致地区条

例に基づく許可を受けた場

合の壁面後退距離は次のア、

イ及びウに掲げる数値とす

る。 

ア 道路境界線又は区画道路

境界線から面する各境界線

までの直行方向の水平距離

が２０ｍ未満となる部分に

ついては、当該境界線から当

該水平距離の１／１０以上、

かつ区画道路境界線、機能補

償道路境界線及び東京都市

計画地区計画大蔵地区地区

計画における区画道路３１

号境界線から１．０ｍ以上又

は道路境界線から１．５ｍ以

上。 

イ 隣地境界線から１．０ｍ以

上。 

ウ 地区計画の告示日におい

て現に存する敷地で、各境界

線から面する各境界線まで

の直行方向の水平距離が６

ｍ未満となる当該境界線の

部分については、ア、イの規

定にかかわらず道路境界線

又は区画道路境界線から１．

０ｍ以上、隣地境界線から 

く許可を受

けた場合の

壁面後退距

離は次のア

及びイに掲

げる数値と

する。 

ア 道路境界

線から面す

る各境界線

までの直行

方向の水平

距離が２０

ｍ未満とな

る部分につ

いては、当該

境界線から

当該水平距

離の１／１

０以上かつ

１．０ｍ以

上。 

イ 隣地境界

線から１．０

ｍ以上。 

る。 

ア 道路境界線か

ら１．５ｍ以上。 

イ 隣地境界線か

ら１．０ｍ以上。 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位

置の制限 

０．７ｍ以上。    

壁面後退

区域にお

ける工作

物の設置

の制限 

１ 壁面の位置の制限の１及び２に規定する線と道路境界線との間の区域（以下「区画道路等に係る壁面後退区域」という。）には、

門、塀、フェンス、車止め、自動販売機等、通行の妨げとなる工作物を設置してはならない。 

２ 壁面の位置の制限の２に規定する線及びその延長線と道路境界線により囲まれた区域については、道路状に整備しなければならな

い。ただし、道路と角敷地との高低差が著しいため、道路状に整備することが困難な場合で交通の安全上支障がないときはこの限り

でない。 

建築物等

の高さの

最高限度 

― 

１０ｍ 

ただし、敷地

面積（区画道路

が位置づけら

れた敷地は、区

画道路に係る

部分を敷地面

積から除外し

た面積）が２０

０㎡以上の場

合は１２ｍ 

１ 敷地面積が１

００㎡未満の場

合は１０ｍ 

２ 敷地面積が１

００㎡以上５０

０㎡未満の場合

は１２ｍ 

３ 敷地面積が５

００㎡以上の場

合は１５ｍ 

― 

１２ｍ 

ただし、敷地面

積（区画道路が位

置づけられた敷

地は、区画道路に

係る部分を敷地

面積から除外し

た面積）が５００

㎡以上の場合は

１５ｍ 

建築物等

の形態又

は色彩そ

の他の意

匠の制限 

１ 軒、庇、手すり、戸袋、出窓、階段、からぼり（ドライエリア）その他これらに類するものが、区画道路等に係る壁面後退区域に

突出する形状としてはならない。 

２ 建築物等の形態、色彩及び意匠は、周囲の環境と調和したものとする。 

３ 屋外広告物等の形態、色彩及び意匠は、周辺の街並みに配慮したものとし、光源を設置する場合は、周辺環境に配慮したものとす

る。また、腐朽、腐食又は破損しやすい材料を使用してはならない。 

垣又はさく

の構造の制

限 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化したものとし、コンクリートブロック塀等は築造しては

ならない。ただし、高さが０．６ｍ以下の部分についてはこの限りでない。 

「区域、地区の区分及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」                                ※知事協議事項 

理 由 ： ジャンクションの整備を契機とし、安全性、防災性及び利便性の向上に資する道路ネットワークを形成するとともに、みどり豊かな自然環境

及びジャンクション上部空間等の土地利用と周辺住環境が調和した街並みを形成するため、地区計画を決定する。 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン

周 辺 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、世 田 谷 区 西 部 に 位 置 し 、次 大 夫 堀 緑 地 、野

川 、国 分 寺 崖 線 な ど 豊 か な 自 然 環 境 が 残 る 地 区 で あ り 、

風 致 地 区 に 指 定 さ れ て い る 。一 方 で 、土 地 区 画 整 理 事 業

を 施 行 す べ き 区 域 が 指 定 さ れ て い る ほ か 、 道 路 等 の 都

市 基 盤 が 未 整 備 な ま ま 市 街 化 が 進 行 し て 、 消 防 活 動 困

難 区 域 な ど の 防 災 上 の 課 題 が 残 る と と も に 、 生 活 利 便

施 設 の 不 足 す る 地 区 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に は 、 本 地 区 内 に お い て 高 速 自 動 車 国 道

第 一 東 海 自 動 車 道 と つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含

め た 東 京 都 市 計 画 道 路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業

認 可 が な さ れ た 。こ の 事 業 に 伴 い 、道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 の 誘 導 な ど の 街 づ く り を 必 要

と し て い る 。  

世 田 谷 区 都 市 整 備 方 針 で は 、 世 田 谷 通 り 及 び 多 摩 堤

通 り を 生 活 利 便 施 設 の 立 地 を 誘 導 す る 主 要 生 活 交 通 軸

に 位 置 付 け て い る 。さ ら に 、道 路 な ど の 都 市 基 盤 整 備 に

あ わ せ 、安 全・安 心 で 利 便 性 の 高 い 土 地 利 用 を 図 る と と

も に 、 誰 も が 移 動 し や す く 生 活 環 境 の 心 地 よ い み ど り

豊 か な 市 街 地 の 形 成 な ど を 図 る と し て い る 。あ わ せ て 、

ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 に 伴 い 創 出 さ れ る 上 部 空 間 等 の

活 用 に つ い て は 、 高 速 道 路 や 関 連 施 設 の 事 務 所 な ど と

の ゾ ー ン 区 分 を 調 整 し つ つ 、 緩 衝 緑 地 帯 の 整 備 を 図 る

と と も に 、 憩 い の 公 園 や 運 動 施 設 な ど の 地 域 コ ミ ュ ニ

テ ィ の 場 の 創 出 、 防 災 機 能 の 確 保 な ど に 向 け た 整 備 を

進 め る と し て い る 。  

今 回 、地 区 の 特 性 を 踏 ま え 、安 全 性 、防 災 性 及 び 利 便

性 の 向 上 に 資 す る 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 、 世 田 谷 通

り や 多 摩 堤 通 り 沿 道 に 生 活 利 便 施 設 が 立 地 し た 暮 ら し
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や す い 街 並 み 、 自 然 環 境 と 調 和 し た 良 好 な 街 並 み 並 び

に ジ ャ ン ク シ ョ ン の 上 部 空 間 と そ の 沿 道 な ど の 土 地 利

用 が 周 辺 住 環 境 と 調 和 し た 街 並 み の 形 成 を 目 指 し 、 面

積 約 ５ ２ ． ８ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 外 環 道 東 名 ジ

ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る も の で あ る 。 
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諮 問 第 ４ ２ ０ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画地区計画の変更について 

（世田谷西部地域喜多見地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画地区計画の変更（世田谷西部地域喜多見地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

東京都市計画世田谷西部地域喜多見地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 世田谷西部地域喜多見地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区喜多見一丁目、喜多見二丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁目、喜多見五丁目及び喜多見七丁目各地内 

面   積 ※ 約１００．０ｈａ  

地区計画の目標 当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等の基盤施設が未

整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住宅地が形成されつつある。 

当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあたっては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整理事業を含めた

面整備事業等に合わせて行うものとする。 

本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地等低・未利用地

の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な住宅地の形成を図る。 

また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導により推進する

などして、幹線道路から著しく離れている地区等の事業可能性の増進に寄与するとともに、事業に移行した地区についても、周辺ア

クセス道路の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 

以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体における住宅市街地としての都市機能の向上を図ることを目標とする。 
区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すとともに農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地が共存する農園

住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用との調和を目指す。 

面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活用した緑豊かで

潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導する。 

また、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠点を確保し、事

業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

地区施設の整備

の方針 

地区の防災性、利便性及び快適性を確保し、良好な住宅市街地の形成を図るため基盤整備の目標は、区域面積に対して道路率を 

１８％以上、公園率を３％以上とする。 

未整備地区においては、事業導入のための道路の確保及び当面の期間における安全性の向上を図るため、区画道路を適切に配置す

る。なお、区画道路の指定にあたっては、既存道路を尊重するとともに、新設道路についてもネットワーク形成等を考慮の上定める

ものとする。 

建築物等の整備

の方針 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積率の最高限度

及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定めるものと

する。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、垣又はさくの構造の制限を定める。   
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地
区
整
備
計
画 

地 区 

の区分 

名 称 住宅地区 喜多見宮之原住宅地区 

面 積 約９８．４ｈａ 約１．６ｈａ 

地区施設

の配置 

及び規模 

道 路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４２条第１項第１号に該当する道路及びこの地区計画の告示

以降に同号に該当することとなる道路を区画道路とする。なお、

当該道路の現況幅員が６ｍ未満の場合については、その計画幅員

を６ｍとする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する区域には、区画道路を

配置しない。 

１ 次の公告（以下「土地区画整理事業の認可等の公告」という。）

のあった区域 

（１）土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９条第３

項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の

公告及び同法第１０条第３項の規定による事業計画の変更

についての認可の公告 

（２）土地区画整理法第２１条第３項の規定による土地区画整理

組合の設立についての認可の公告及び同法第３９条第４項

の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（３）土地区画整理法第５１条の９第３項の規定による土地区画

整理事業の施行についての認可の公告及び同法第５１条の

１０第２項の規定による事業計画の変更についての認可の

公告 

（４）土地区画整理法第５５条第９項及び第６９条第７項の規定

による事業計画の決定の公告並びに同法第５５条第１３項

及び第６９条第１０項の規定による事業計画の変更の公告 

（５）土地区画整理法第７１条の３第１１項の規定による施行規

程及び事業計画の認可の公告並びに同条第１５項の規定に

よる施行規程及び事業計画の変更の認可の公告 

２ 道路の築造を伴う開発行為で都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第３６条第３項の規定による工事が完了した旨の公

告（以下「開発許可の工事完了公告」という。）のあった区域 

― 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

用途の制限 

※ ― 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 法別表第二（い）項第一号に規定する住宅のうち住戸専用部

分の床面積が３０㎡未満の住戸を有するもの。 

２ 同項第三号に規定する共同住宅のうち住戸専用部分の床面

積が３０㎡未満の住戸を有するもの。 

建築物の容

積率の最高

限度 ※ 

８／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この

限りではない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計

画施設として定められた道路（以下「都市計画道路」という。）

の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は

道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあっ

た区域の場合 

１ 建築物の敷地面積が１００㎡未満の場合は、１２／１０とす

る。 

２ 建築物の敷地面積が１００㎡以上３００㎡未満の場合は、敷

地規模に比例して最高限度を定めるものとし、次の算式により

得られる数値とする。 

 Ｖ＝｛（Ａ－１００）×３／２０＋１２０｝／１００ 

 Ｖ；最高限度 

 Ａ；敷地面積（単位㎡とする。） 

建築物の建

蔽率の最高

限度 

４/１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地（風致地区にあっ

ては、東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。以

下「風致地区条例」という。）に基づき許可（風致地区条例第３条

第１項に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条第

１項第５号ただし書の規定に該当するものに限る。）をいい、風致

地区条例第３条第３項の規定に基づく協議を含む。以下同じ。）を

受けた敷地）にあっては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計

画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は

道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあっ

た区域の場合 

４/１０ 

ただし、次の各号の一に該当する場合は、各号の掲げる数値と

する。 

１ 風致地区条例に基づき許可を受けた建築物の敷地にあって

は、５／１０ 

２ 街区の角にある敷地又はこれに準じる敷地で、特定行政庁が

指定するものの内にある建築物の敷地で、風致地区条例に基づ

き許可を受けた建築物の敷地にあっては、６／１０ 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

１００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この

限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計

画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は

道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあっ

た区域の場合 

 １００㎡ 

壁面の位置

の制限 

― 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号

に定めるところによる。 

１ 道路境界線から２ｍ以上とする。 

  ただし、風致地区条例に基づき許可を受けた場合は、１．５

ｍ以上とする。 

２ 隣地境界線から１．５ｍ以上とする。 

 ただし、風致地区条例に基づき許可を受けた場合は、１ｍ以

上とする。 

建築物等の

高さの最高

限度 

― 

１０ｍ 

ただし、建築物の敷地面積が３００㎡以上の場合は、この限り

ではない。 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

 建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものとする。 １ 建築物等の外壁、屋根等の意匠は、周囲の環境と調和したも

のとする。 

２ 広告塔等の屋外広告物を設置する場合は、美観・風致を損な

わないものとする。 

垣又はさく

の構造の制

限 

法第４２条第１項第１号又は第２号に該当する道路に面して

垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化し

たものなどとする。ただし、高さが６０㎝以下の部分については

この限りでない。 

垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化

したものなどとする。ただし、高さが６０㎝以下の部分について

はこの限りでない。 

「区域及び地区の区分は、計画図表示のとおり」                                            ※知事協議事項 

理由：外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画の策定に伴い、区域の変更の必要が生じたため、当該地区計画を変更する。  
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変更概要 

  は、変更箇所及び追加箇所を示す。   

事 項 旧 新 摘要 

名称 世田谷西部地域喜多見地区地区計画 世田谷西部地域喜多見地区地区計画  

面積 ※ 約１０７．８ｈａ 約１００．０ｈａ 新規地区計画

に編入する区

域を除外 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の

整備の方針 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区において

は、地区施設整備の進捗に応じて、建ぺい率の最高限度、容

積率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見

合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定

めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のた

め、垣又はさくの構造の制限を定める。 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区において

は、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積

率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見

合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定

めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のた

め、垣又はさくの構造の制限を定める。 

文言の整理を

行う 
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地
区
整
備
計
画 

 

地区の 

区分 

名称 住宅地区 
喜多見宮之原 
住宅地区 

喜多見東 
住宅地区 

喜多見東 
沿道地区 

住宅地区 喜多見宮之原住宅地区 新規地区計画

に編入する区

域を除外 面積 約１００．４ｈａ 約１．６ｈａ 
約４．３ 
ｈａ 

約１．５ 
ｈａ 

約９８．４ｈａ 約１．６ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

用途の制限 

※ 

― 

 

次に掲げる建築物は建築してはな

らない。 

１ 建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号。以下「法」という。）

別表第二（い）項第一号に規定す

る住宅のうち住戸専用部分の床面

積が３０㎡未満の住戸を有するも

の。 

２ 同項第三号に規定する共同住宅

のうち住戸専用部分の床面積が３０

㎡未満の住戸を有するもの。 

― 

 

次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

１ 法別表第二（い）

項第一号に規定する

住宅のうち住戸専用

部分の床面積が３０

㎡未満の住戸を有す

るもの。 

２ 同項第三号に規定

する共同住宅のうち

住戸専用部分の床面

積が３０㎡未満の住

戸を有するもの。 

文言の整理

を行う 

 
 建築物の建

蔽率の最高

限度 

４／１０ 

ただし、次の各号のいずれ

かに該当する敷地（風致地区

にあっては、東京都風致地区

条例（昭和４５年東京都条例

第３６号。以下「風致地区条

例」という。）に基づき許可

（風致地区条例第３条第１項

に基づく建築物の建築に係る

許可（風致地区条例第５条第

１項第５号ただし書きの 

規定に該当するものに限る。）

をいい、風致地区条例第３条

第３項の規定に基づく協議を

４／１０ 

ただし、次の各号の一に該当する

場合は、各号の掲げる数値とする。 

１ 東京都風致地区条例（昭和４５

年東京都条例第３６号。以下「風

致地区条例」という。）に基づき

許可（風致地区条例第３条第１項

に基づく建築物の建築に係る許可

（風致地区条例第５条第１項第５

号ただし書の規定に該当するもの

に限る。）をいい、風致地区条例

第３条第３項の規定に基づく協議

を含む。以下「許可」という。）

を受けた建築物の敷地にあって

４／１０ 

ただし、次の各号のいずれ

かに該当する敷地（風致地区

にあっては、東京都風致地区

条例（昭和４５年東京都条例

第３６号。以下「風致地区条

例」という。）に基づき許可

（風致地区条例第３条第１項

に基づく建築物の建築に係る

許可（風致地区条例第５条第

１項第５号ただし書きの 

規定に該当するものに限

る。）をいい、風致地区条例

第３条第３項の規定に基づく

４／１０ 

ただし、次の各号の

一に該当する場合は、

各号の掲げる数値とす

る。 

１ 風致地区条例に基

づき許可を受けた建

築物の敷地にあって

は、５／１０ 

２ 街区の角にある敷

地又はこれに準じる

敷地で、特定行政庁

が指定するものの内

にある建築物の敷地

文言の整理

を行う 
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含む。）を受けた敷地）にあっ

ては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するす

べての区画道路の部分及び

都市計画道路の部分が、道

路として整備された当該敷

地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可

等の公告のあった区域の場

合又は道路の築造を伴う開

発行為で開発許可の工事完

了公告のあった区域の場合 

は、５／１０ 

２ 街区の角にある敷地又はこれに

準じる敷地で、特定行政庁が指定

するものの内にある建築物の敷地

で、風致地区条例に基づき許可を

受けた建築物の敷地にあっては、

６／１０ 

協議を含む。以下同じ。）を

受けた敷地）にあっては、こ

の限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するす

べての区画道路の部分及び

都市計画道路の部分が、道

路として整備された当該敷

地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可

等の公告のあった区域の場

合又は道路の築造を伴う開

発行為で開発許可の工事完

了公告のあった区域の場合 

で、風致地区条例に

基づき許可を受けた

建築物の敷地にあっ

ては、６／１０ 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  世 田 谷 西 部 地 域 喜 多 見 地 区

地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 面 整 備 事 業 の 導 入

を 推 進 す る と と も に 、 地 区 全 体 の 都 市 機 能 の 向 上 を 図

る こ と を 目 標 と し た 地 区 計 画 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に 、 高 速 自 動 車 国 道 第 一 東 海 自 動 車 道 と

つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含 め た 東 京 都 市 計 画 道

路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業 認 可 が な さ れ た 。 こ

の 事 業 に 伴 い 、 周 辺 地 区 を 含 め た 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 な ど の 街 づ く り を 進 め る た め 、

外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 策 定 す

る こ と と な っ た 。  

当 該 地 区 計 画 の 策 定 に 伴 い 、 区 域 の 変 更 の 必 要 が 生

じ た た め 、 面 積 約 １ ０ ０ ． ０ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い

て 、 世 田 谷 西 部 地 域 喜 多 見 地 区 地 区 計 画 の 変 更 を す る

も の で あ る 。  

 

10



諮 問 第 ４ ２ １ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画地区計画の変更について 

（世田谷西部地域宇奈根地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画地区計画の変更（世田谷西部地域宇奈根地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

東京都市計画世田谷西部地域宇奈根地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 世田谷西部地域宇奈根地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区宇奈根一丁目、宇奈根二丁目、宇奈根三丁目、鎌田四丁目及び大蔵六丁目各地内 

面   積 ※ 約３６．９ｈａ 

地区計画の目標 当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等の基盤施設が未

整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住宅地が形成されつつある。 

当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあたっては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整理事業を含めた

面整備事業等に合わせて行うものとする。 

本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地等低・未利用地

の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な住宅地の形成を図る。 

また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導により推進する

などして、幹線道路から著しく離れている地区等の事業可能性の増進に寄与するとともに、事業に移行した地区についても、周辺ア

クセス道路の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 

以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体における住宅市街地としての都市機能の向上を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すとともに農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地が共存する農園

住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用との調和を目指す。 

面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活用した緑豊かで

潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導する。 

また、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠点を確保し、事

業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

地区施設の整備

の方針 

地区の防災性、利便性及び快適性を確保し、良好な住宅市街地の形成を図るため基盤整備の目標は、区域面積に対して道路率を１

８％以上、公園率を３％以上とする。 

未整備地区においては、事業導入のための道路の確保及び当面の期間における安全性の向上を図るため、区画道路を適切に配置す

る。なお、区画道路の指定にあたっては、既存道路を尊重するとともに、新設道路についてもネットワーク形成等を考慮の上定める

ものとする。 

建築物等の整備

の方針 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積率の最高限度及び敷

地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、垣又はさくの構造の制限を定める。   
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地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第１号に該当する道路及びこの地区計画の告示

以降に同号に該当することとなる道路を区画道路とする。なお、当該道路の現況幅員が６ｍ未満の場合については、その計画幅員

を６ｍとする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する区域には、区画道路を配置しない。 

１ 次の公告（以下「土地区画整理事業の認可等の公告」という。）のあった区域 

（１）土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９条第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公告及

び同法第１０条第３項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（２）土地区画整理法第２１条第３項の規定による土地区画整理組合の設立についての認可の公告及び同法第３９条第４項の規

定による事業計画の変更についての認可の公告 

（３）土地区画整理法第５１条の９第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公告及び同法第５１条の１０

第２項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（４）土地区画整理法第５５条第９項及び第６９条第７項の規定による事業計画の決定の公告並びに同法第５５条第１３項及び

第６９条第１０項の規定による事業計画の変更の公告 

（５）土地区画整理法第７１条の３第１１項の規定による施行規程及び事業計画の認可の公告並びに同条第１５項の規定による

施行規程及び事業計画の変更の認可の公告 

２ 道路の築造を伴う開発行為で都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定による工事が完了した旨の

公告（以下「開発許可の工事完了公告」という。）のあった区域 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の容積

率の最高限度 

※ 

８／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この限りではない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画施設として定められた道路（以下「都市計画道路」という。）

の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあった

区域の場合 

建築物の建蔽

率の最高限度 

 

４/１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地（風致地区にあっては、東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。以

下「風致地区条例」という。）に基づき許可（風致地区条例第３条第１項に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条

第１項第５号ただし書の規定に該当するものに限る。）をいい、風致地区条例第３条第３項の規定に基づく協議を含む。）を受けた

敷地）にあっては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあった区

域の場合 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

１００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあった区

域の場合 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

 建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものとする。 

垣又はさくの

構造の制限 

 法第４２条第１項第１号又は第２号に該当する道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化し

たものなどとする。ただし、高さが６０ｃｍ以下の部分についてはこの限りでない。 

「区域は、計画図表示のとおり」                                                   ※知事協議事項 

理由：外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画の策定に伴い、区域の変更の必要が生じたため、当該地区計画を変更する。 
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変更概要 

  は、変更箇所及び追加箇所を示す。   

事 項 旧 新 摘要 

名称 世田谷西部地域宇奈根地区地区計画 世田谷西部地域宇奈根地区地区計画  

面積 ※ 約３８．９ｈａ 約３６．９ｈａ 新規地区計画

に編入する区

域を除外 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の整

備の方針 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区において

は、地区施設整備の進捗に応じて、建ぺい率の最高限度、容

積率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見

合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定

めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のた

め、垣又はさくの構造の制限を定める。 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区において

は、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積

率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見

合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定

めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のた

め、垣又はさくの構造の制限を定める。 

文言の整理を

行う 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  世 田 谷 西 部 地 域 宇 奈 根 地 区

地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 面 整 備 事 業 の 導 入

を 推 進 す る と と も に 、 地 区 全 体 の 都 市 機 能 の 向 上 を 図

る こ と を 目 標 と し た 地 区 計 画 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に 、 高 速 自 動 車 国 道 第 一 東 海 自 動 車 道 と

つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含 め た 東 京 都 市 計 画 道

路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業 認 可 が な さ れ た 。 こ

の 事 業 に 伴 い 、 周 辺 地 区 を 含 め た 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 な ど の 街 づ く り を 進 め る た め 、

外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 策 定 す

る こ と と な っ た 。  

当 該 地 区 計 画 の 策 定 に 伴 い 、 区 域 の 変 更 の 必 要 が 生

じ た た め 、面 積 約 ３ ６ ．９ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 、

世 田 谷 西 部 地 域 宇 奈 根 地 区 地 区 計 画 の 変 更 を す る も の

で あ る 。  
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諮 問 第 ４ ２ ２ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画地区計画の変更について 

（世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画地区計画の変更（世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区）について諮問

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

東京都市計画世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画を次のように変更する。 

  

名   称 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区瀬田四丁目、瀬田五丁目、鎌田三丁目、鎌田四丁目、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁目及び大蔵六丁目各地内 

面   積 ※ 約１０６．０ｈａ 

地区計画の目標 当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等の基盤施設が未

整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住宅地が形成されつつある。 

当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあたっては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整理事業を含めた

面整備事業等に合わせて行うものとする。 

本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地等低・未利用地

の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な住宅地の形成を図る。  

また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導により推進する

などして、幹線道路から著しく離れている地区等の事業可能性の増進に寄与するとともに、面整備事業や都市計画道路事業に着手し

た地区についても、周辺アクセス道路の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 

以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体における住宅市街地としての都市機能の向上を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すとともに農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地が共存する農園

住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用との調和を目指す。 

面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活用した緑豊かで

潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導する。また、都市計画道路事業に着手した地区においては、低層住宅地との調和を図

り、事業効果に応じて生活利便施設などが適切に配置される中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

一方、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠点を確保し、事

業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

地区施設の整備

の方針          

              

地区の防災性、利便性及び快適性を確保し、良好な住宅市街地の形成を図るため基盤整備の目標は、区域面積に対して道路率を１

８％以上、公園率を３％以上とする。 

未整備地区においては、事業導入のための道路の確保及び当面の期間における安全性の向上を図るため、区画道路を適切に配置す

る。なお、区画道路の指定にあたっては、既存道路を尊重するとともに、新設道路についてもネットワーク形成等を考慮の上定める

ものとする。 
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区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の整備

の方針 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積率の最高限度

及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定めるものと

する。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

補助２１６号線沿道地区においては、景観を考慮しつつ良好な居住環境の形成を図るため、壁面の位置の制限、建築物等の高さの

最高限度を定める。 

その他当該地区

の整備、開発及

び保全に関する

方針 

１ 補助２１６号線沿道地区では、みどり豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、積極的な既存樹木の保全や新たなみどりの創

出に努める。 

２ 補助２１６号線沿道地区では、建築物の敷地内に浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸透側溝又は貯留施設など、雨水の

河川等への流出を抑制するための施設の整備を促進し、浸水被害の防止及び水環境の保全等に努める。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第１号に該当する道路及びこの地区計画の告示以

降に同号に該当することとなる道路を区画道路とする。なお、当該道路の現況幅員が６ｍ未満の場合については、その計画幅員を６

ｍとする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する区域には、区画道路を配置しない。 

１ 次の公告（以下「土地区画整理事業の認可等の公告」という。）のあった区域 

（１）土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９条第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公告及び

同法第１０条第３項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（２）土地区画整理法第２１条第３項の規定による土地区画整理組合の設立についての認可の公告及び同法第３９条第４項の規定

による事業計画の変更についての認可の公告 

（３）土地区画整理法第５１条の９第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公告及び同法第５１条の１０第

２項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（４）土地区画整理法第５５条第９項及び第６９条第７項の規定による事業計画の決定の公告並びに同法第５５条第１３項及び第

６９条第１０項の規定による事業計画の変更の公告 

（５）土地区画整理法第７１条の３第１１項の規定による施行規程及び事業計画の認可の公告並びに同条第１５項の規定による施

行規程及び事業計画の変更の認可の公告 

２ 道路の築造を伴う開発行為で都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定による工事が完了した旨の公告

（以下「開発許可の工事完了公告」という。）のあった区域 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区 分 

名称 住宅地区 補助２１６号線沿道地区 

面積 約１０３．６ｈａ 約２．４ｈａ 

建築物の容

積率の最高

限度 ※ 

８／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この限り

でない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画施設

として定められた道路（以下「都市計画道路」という。）の部分が、

道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の

築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあった区域の場合 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の建

蔽率の最高

限度 

４／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地（風致地区にあっては、

東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。以下「風致地

区条例」という。）に基づき許可（風致地区条例第３条第１項に基づ

く建築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条第１項第５号ただし

書きの規定に該当するものに限る。）をいい、風致地区条例第３条第

３項の規定に基づく協議を含む。以下同じ。）を受けた敷地）にあっ

ては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画道路

の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の

築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあった区域の場合 

４／１０ 

ただし、風致地区条例に基づき許可を受けた場合は、この

限りでない。 

 建築物の敷

地面積の最

低限度 

１００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この限り

でない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画道路

の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の

築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告のあった区域の場合 

１００㎡ 
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「区域及び地区の区分は、計画図表示のとおり」                                        ※は知事協議事項 

理由：外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画の策定に伴い、区域の変更の必要が生じたため、当該地区計画を変更する。 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置

の制限 

― 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、道路

境界線から２ｍ以上、その他の境界線から１．５ｍ以上とす

る。ただし、風致地区条例に基づき許可を受けた場合は、こ

の限りでない。 

建築物等の

高さの最高

限度 

― １５ｍ 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものとする。 １ 建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものと

する。 

２ 屋外広告物等を設置する場合は、美観・風致を損なわな

いものとする。 

垣又はさく

の構造の制

限 

法第４２条第１項第１号又は第２号に該当する道路に面して垣又は

さくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化したものなど

とする。ただし、高さが６０ｃｍ以下の部分についてはこの限りでな

い。 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェン

ス等に沿って緑化したものなどとする。ただし、高さが６０

ｃｍ以下の部分についてはこの限りでない。 
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変更概要 

  は、変更箇所及び追加箇所を示す。   

事 項 旧 新 摘要 

名称 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画  

面積 ※ 約１０６．３ｈａ 約１０６．０ｈａ 新規地区計画

に編入する区

域を除外 
地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 住宅地区 補助２１６号線沿道地区 住宅地区 補助２１６号線沿道地区  

面積 約１０３．９ｈａ 約２．４ｈａ 約１０３．６ｈａ 約２．４ｈａ 

新規地区計画

に編入する区

域を除外 

     5
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  世 田 谷 西 部 地 域 大 蔵 ・ 岡

本 ・ 鎌 田 ・ 瀬 田 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 面 整 備 事 業 の 導 入

を 推 進 す る と と も に 、 地 区 全 体 の 都 市 機 能 の 向 上 を 図

る こ と を 目 標 と し た 地 区 計 画 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に 、 高 速 自 動 車 国 道 第 一 東 海 自 動 車 道 と

つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含 め た 東 京 都 市 計 画 道

路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業 認 可 が な さ れ た 。 こ

の 事 業 に 伴 い 、 周 辺 地 区 を 含 め た 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 な ど の 街 づ く り を 進 め る た め 、

外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 策 定 す

る こ と と な っ た 。  

当 該 地 区 計 画 の 策 定 に 伴 い 、 区 域 の 変 更 の 必 要 が 生

じ た た め 、 面 積 約 １ ０ ６ ． ０ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い

て 、 世 田 谷 西 部 地 域 大 蔵 ・ 岡 本 ・ 鎌 田 ・ 瀬 田 地 区 地 区

計 画 の 変 更 を す る も の で あ る 。  
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諮 問 第 ４ ２ ３ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画地区計画の変更について 

（世田谷西部地域大蔵・喜多見地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画地区計画の変更（世田谷西部地域大蔵・喜多見地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

都市計画世田谷西部地域大蔵・喜多見地区地区計画を次のように変更する。 

（理由） 

本地区は、土地区画整理事業等の面整備事業の導入を推進するとともに、地区全体の都市機能の向上を図ることを目標とした地区計画である。平成２

６年に事業化された東京都市計画都市高速道路外郭環状線の事業に伴い、道路ネットワークの形成や合理的な土地利用などの街づくりを進めるため、外環

道東名ジャンクション周辺地区地区計画を策定することから、当該地区計画の区域に含まれる世田谷西部地域大蔵・喜多見地区地区計画の廃止の変更をする

ものである。 

参考 旧計画書 

名   称 世田谷西部地域大蔵・喜多見地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区大蔵五丁目、喜多見五丁目及び喜多見六丁目各地内 

面   積 ※ 約 ２８．０ｈａ 

地区計画の目標  当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等
の基盤施設が未整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住宅地が形成されつつある。 
当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあたっては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整

理事業を含めた面整備事業等に合わせて行うものとする。 
本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地

等低・未利用地の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な
住宅地の形成を図る。 
また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導

により推進するなどして、幹線道路から著しく離れている地区等の事業可能性の増進に寄与するとともに、事業に移
行した地区についても、周辺アクセス道路の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 
以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体における住宅市街地としての都市機能の向上を図ること

を目標とする。 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に

関
す
る
方
針 

土地利用の方針 都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すとともに農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地
が共存する農園住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用との調和を目指す。 
面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活

用した緑豊かで潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導する。 
また、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠

点を確保し、事業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

地区施設の整備の方針 地区の防災性、利便性及び快適性を確保し、良好な住宅市街地の形成を図るため基盤整備の目標は、区域面積に対
して道路率を１８%以上、公園率を３%以上とする。 
未整備地区においては、事業導入のための道路の確保及び当面の期間における安全性の向上を図るため、区画道路

を適切に配置する。なお、区画道路の指定にあたっては、既存道路を尊重するとともに、新設道路についてもネット
ワーク形成等を考慮の上定めるものとする。 

1



建築物等の整備の方針 良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容
積率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限
を定めるものとする。 
景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

地 区 施 設
の配 置 及
び規模 

道 路 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第１号に該当する道
路及びこの地区計画の告示以降に同号に該当することとなる道路を区画道路とする。なお、当該道路の現況幅員
が６ｍ未満の場合については、その計画幅員を６ｍとする。 
ただし、次の各号のいずれかに該当する区域には、区画道路を配置しない。 

１ 次の公告（以下「土地区画整理事業の認可等の公告」という。）のあった区域 

（１）土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９条第３項の規定による土地区画整理事業の施
行についての認可の公告及び同法第１０条第３項の規定による事業計画の変更についての認可の公
告 

（２）土地区画整理法第２１条第３項の規定による土地区画整理組合の設立についての認可の公告及び
同法第３９条第４項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（３）土地区画整理法第５１条の９第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公告
及び同法第５１条の１０第２項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

（４）土地区画整理法第５５条第９項及び第６９条第７項の規定による事業計画の決定の公告並びに同
法第５５条第１３項及び第６９条第１０項の規定による事業計画の変更の公告 

（５）土地区画整理法第７１条の３第１１項の規定による施行規程及び事業計画の認可の公告並びに同
条第１５項の規定による施行規程及び事業計画の変更の認可の公告 

２ 道路の築造を伴う開発行為で都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定による
工事が完了した旨の公告（以下「開発許可の工事完了公告」という。）のあった区域 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の容積率の
最高限度 ※ 

 

 

 

８／１０ 
ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画施設として定められた道路（以下「都市計画道
路」という。）の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公
告のあった区域の場合 

建築物の建蔽率の
最高限度 

４／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地（風致地区にあっては、東京都風致地区条例（昭和４５年東
京都条例第３６号。以下「風致地区条例」という。）に基づき許可（風致地区条例第３条第１項に基づく建
築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条第１項第５号ただし書の規定に該当するものに限る。）をい
い、風致地区条例第３条第３項の規定に基づく協議を含む。）を受けた敷地）にあっては、この限りでな
い。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の
場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公
告のあった区域の場合 

2



建築物の敷地面積
の最低限度 

１００㎡ 
ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の
場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公
告のあった区域の場合 

  建築物等の形態又
は色彩その他の意
匠の制限 

建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものとする。 

垣又はさくの構造
の制限 

法第４２条第１項第１号又は第２号に該当する道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス
等に沿って緑化したものなどとする。ただし、高さが６０cm以下の部分についてはこの限りでない。 

※は知事協議事項 
「区域は、計画図表示のとおり」  

理由：地形地物の変更による用途地域の境界変更に伴い、区域の整合を図るため、地区計画を変更する。 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  世 田 谷 西 部 地 域 大 蔵 ・ 喜 多

見 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 面 整 備 事 業 の 導 入

を 推 進 す る と と も に 、 地 区 全 体 の 都 市 機 能 の 向 上 を 図

る こ と を 目 標 と し た 地 区 計 画 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に 、 高 速 自 動 車 国 道 第 一 東 海 自 動 車 道 と

つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含 め た 東 京 都 市 計 画 道

路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業 認 可 が な さ れ た 。 こ

の 事 業 に 伴 い 、 周 辺 地 区 を 含 め た 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 な ど の 街 づ く り を 進 め る た め 、

外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 策 定 す

る こ と と な っ た 。  

当 該 地 区 計 画 の 策 定 に 伴 い 、 本 地 区 が 当 該 地 区 計 画

区 域 に 含 ま れ る た め 、 面 積 約 ２ ８ ． ０ ヘ ク タ ー ル の 区

域 に つ い て 、 世 田 谷 西 部 地 域 大 蔵 ・ 喜 多 見 地 区 地 区 計

画 の 廃 止 の 変 更 を す る も の で あ る 。  
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諮 問 第 ４ ２ ４ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画地区計画の変更について 

（田直地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画地区計画の変更（田直地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

都市計画田直地区地区計画を次のように変更する。 

（理由） 

本地区は、土地区画整理事業の施行を契機に、事業効果の維持増進と緑豊かで潤いのある良質な住宅市街地の形成を目標とした地区計画である。平成２６年

に事業化された東京都市計画都市高速道路外郭環状線の事業に伴い、道路ネットワークの形成や合理的な土地利用などの街づくりを進めるため、外環道東

名ジャンクション周辺地区地区計画を策定することから、当該地区計画の区域に含まれる田直地区地区計画の廃止の変更をするものである。 

参考 旧計画書 

名   称 田直地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区大蔵五丁目地内 

面   積 ※ 約 １．８ｈａ 

地区計画 の目標  当地区は、区西南を流れる野川北側に位置しており、区内有数の緑をもつ国分寺崖線に含まれている。地区
周辺は既に開発行為等により低層住宅地が形成されている。 

近年、組合による土地区画整理事業が行われ今後の発展が期待されるところであり、事業効果の維持増進を
図り、緑豊かで潤いのある良好な住宅市街地の形成をめざす。 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及

び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 風致地区として、積極的に緑豊かな環境を生み出すと共に、合理的かつ健全な土地利用を誘導し周辺地域と
調和の取れた中低層住宅地としての街並の形成を図る。 

建築物等の整備の方針 景観を考慮しつつ良好な居住環境の形成を図るため、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位
置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限を定めるとともに、敷地規模に応じた容積率の最高限度、建築物等
の高さの最高限度を定める。 

緑豊かで潤いのある街並空間を形成するため道路沿いを緑化し、垣又はさく等を設ける場合にはその構造の
制限を定める。 

地

区

整

備

計

画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

容積率の最高限度 １２／１０ 
ただし、建築物の敷地面積が２００㎡以上の場合はこの限りでない。 

建ぺい率の最高限度 ４／１０ 

ただし、次の各号の一に該当する場合は、各号の掲げる数値とする。 

１．東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。以下「風致地区条例」という。）に基づき
許可（風致地区条例第３条第１項に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条第１項第５
号ただし書の規定に該当するものに限る。）をいい、風致地区条例第３条第３項の規定に基づく協議
を含む。以下同じ。）を受けた敷地にあっては、 

５／１０。 
２． 街区の角にある敷地又はこれに準じる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物の敷地

で、風致地区条例に基づき許可を受けた建築物の敷地は、 
６／１０。 

敷地面積の最低限度 １００㎡ 
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  壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）までの距離は、道路境界線から２ｍ以上、そ
の他の境界線から１．５ｍ以上とする。 
ただし、風致地区条例に基づく許可を受けたもので、以下に掲げる場合はこの限りでない。 

１．道路境界線からの壁面の位置は、その敷地の奥行きが２０ｍ未満の場合については、奥行きの１／１０以上
後退したもの。 

２．その他の境界線からの壁面の位置は、１ｍ以上後退したもの。 
   建築物等の高さの最高限

度 
１０ｍ 
ただし、敷地面積が２００㎡以上の場合はこの限りでない。 

  建築物等の形態又は意匠
の制限 

建築物等の意匠及び色彩は、周辺の環境と調和したものとする。 
道路沿いの壁面後退による空地部分は緑化する。 

  垣又はさくの構造の制限 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化したものとする。 

※は知事協議事項 
「区域は、計画図表示のとおり」  

理由：敷地が細分化されることによる、日照、通風、防災などの環境悪化の防止、及び地区の良好な居住環境の形成を目的として敷地面積の最
低限度を定めるため、当該地区計画を変更する。 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  田 直 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 を 契 機 に 、 事 業

効 果 の 維 持 増 進 と 緑 豊 か で 潤 い の あ る 良 質 な 住 宅 市 街

地 の 形 成 を 目 標 と し た 地 区 計 画 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に 、 高 速 自 動 車 国 道 第 一 東 海 自 動 車 道 と

つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含 め た 東 京 都 市 計 画 道

路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業 認 可 が な さ れ た 。 こ

の 事 業 に 伴 い 、 周 辺 地 区 を 含 め た 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 な ど の 街 づ く り を 進 め る た め 、

外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 策 定 す

る こ と と な っ た 。  

当 該 地 区 計 画 の 策 定 に 伴 い 、 本 地 区 が 当 該 地 区 計 画

区 域 に 含 ま れ る た め 、 面 積 約 １ ． ８ ヘ ク タ ー ル の 区 域

に つ い て 、 田 直 地 区 地 区 計 画 の 廃 止 の 変 更 を す る も の

で あ る 。  
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諮 問 第 ４ ２ ５ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画高度地区の変更について 

（外環道東名ジャンクション周辺地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画高度地区の変更（外環道東名ジャンクション周辺地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都市計画高度地区の変更（世田谷区決定） 

 

都市計画高度地区を次のように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
高
限
度
） 

第１種 

高度地区 

約   ha 
2,883.8 

(2,895.8) 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同

じ。）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離の 0.6 倍に５メートル

を加えたもの以下とする。 

 

第２種 

高度地区 

約  ha 
65.7 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に５

メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が

８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平距

離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１５メートルを

加えたもの以下とする。 

第３種 

高度地区 

約  ha 

178.3 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に１

０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離

が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平

距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に２０メートル

を加えたもの以下とする。 

１５ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

13.3 

1. 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

は、１５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の

0.6倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

121.8 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

の 0.6倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

11.2 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25

倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水

平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方

向の水平距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１

５メートルを加えたもの以下とする。 
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（
最
高
限
度
） 

１９ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
1,665.3 

(1,651.9) 

1. 建築物の高さは、１９メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

 

２５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
150.9 

(152.3) 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

２８ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
10.5 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

３１ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
155.0 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
47.1 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 
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（
最
高
限
度
） 

２５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
5.5 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

２８ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
75.9 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

３１ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
73.6 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
90.5 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

小 計 
約  ha 
5,548.4 
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（
最
高
限
度
） 

 

１ 制限の緩和 

この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、

第２号の規定については、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部

分の高さの最高限度（以下「斜線型高さ制限」という。）が定められている場合におい

て、その高さを算定するときに限る。 

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面

等」という。）がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合に

おいては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面等に接する隣地境界線は、

当該水面等の幅の２分の１だけ外側にあるものとみなす。 

(2) 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道

路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合におい

ては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。）より１メートル以上低い場合にお

いては、当該敷地の地盤面は当該高低差から１メートルを減じたものの２分の１だ

け高い位置にあるものとみなす。 

 

２ 一定の複数建築物に対する制限の特例 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第８６条第

１項及び第３項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。）の規定による一団地については、当該一団地を当該１又は２以上の構えを成

す建築物の一の敷地とみなす。 

(2) 基準法第８６条第２項及び第４項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による一定の一団の土地の区域については、当該

一定の一団の土地の区域を当該区域内の建築物の一の敷地とみなす。 

 

３ 既存不適格建築物等に対する適用の除外 

この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事

中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分

に対しては、当該規定は適用しない。 

 

４ 一団地の住宅施設等に係る建築物に対する適用の除外 

次の各号のいずれかに該当する建築物については、この規定による建築物の高さの

最高限度から斜線型高さ制限を除いた建築物の高さの最高限度（以下「絶対高さ制限」

という。）に係る規定は適用しない。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第８条第１項第

３号の規定による高度利用地区に係る建築物 

(2) 法第１１条第１項第８号の規定による一団地の住宅施設に係る建築物 
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高
限
度
） 

 

５ 特定行政庁の許可による特例 

次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建築基準法上の

事務について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。）が許可したものについては、

斜線型高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、特定行政庁は、第２号

又は第３号に該当するものについて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意

を得るものとする。 

(1) 都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で、土地利用上適当と認

められるもの 

(2) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「施行令」という。）第１

３６条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に総合的な設計に

基づいて建築される建築物 

(3) その他公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況等により環境上支障がないと

認められる建築物 

 

６ 地区計画等の区域内の建築物の特例 

(1) 法第１２条の４第１項の規定により定められた同項各号に掲げる計画の区域の

うち、法第１２条の５第２項第１号に規定する地区整備計画、密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第３２条第２項第２

号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律

（昭和５５年法律第３４号）第９条第２項第１号に規定する沿道地区整備計画（以

下「地区整備計画等」という。）において建築物の高さの最高限度に係る規定（以下

「地区計画規定」という。）を有する区域においては、絶対高さ制限に係る規定を当

該地区計画規定に読み替えて適用する。ただし、当該地区計画規定において建築物

の高さの最高限度の制限が適用されない建築物又は建築物の部分は、この限りでな

い。 

(2) 本項の規定を告示する日において、既に定められた地区整備計画等に地区計画規

定を有する区域においては、第１号の本文の場合において読み替えて適用する絶対

高さ制限の上限を、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右欄に

定めるものとする。 

 

 

 

既に地区計画規定を有する区域における絶対高さ制限の上限

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区、16ｍ第１種高度地区 30ｍ

16ｍ第２種高度地区、19ｍ第２種高度地区
25ｍ第２種高度地区、28ｍ第２種高度地区
31ｍ第２種高度地区、45ｍ第２種高度地区
25ｍ第３種高度地区、28ｍ第３種高度地区
31ｍ第３種高度地区、45ｍ第３種高度地区

45ｍ
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（
最
高
限
度
） 

 

７ 市街地環境の向上に資する建築物の特例 

(1) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が５００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めたものに係る絶

対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右

欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が３，０００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めて許可した

ものに係る絶対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に

応じ、同表右欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号及び第２号の規定は、６「地区計画等の区域内の建築物の特例」の規定（第

１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物には適用しない。 

(4) 区長は、第２号の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ学識経験者

等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

８ 公益上やむを得ない建築物等の特例 

公益上やむを得ない、又は周囲の状況等により環境上支障がない建築物として区長

が認めて許可したものは、絶対高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、

区長は許可するにあたり、あらかじめ学識経験者等で構成する委員会の意見を聴くも

のとする。 

 

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　認定）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 19.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 25.0ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 31.0ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 34.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 37.0ｍ

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　許可）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区 18.0ｍ

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 22.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 28.5ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 37.5ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 42.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 45.0ｍ
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（
最
高
限
度
） 

 

９ 総合設計許可制度等を活用する建築物の特例 

次の各号の一に該当する建築物で区長が認めたものについては、絶対高さ制限に係

る規定は適用しない。 

(1) 基準法第５９条の２、第８６条第３項及び第４項に基づく許可を受けた建築物

で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０

５条に基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えない

もの 

(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第１８条に

基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

 

１０ 絶対高さ制限既存不適格建築物の建替えに関する特例 

(1) 本項の規定を告示する日において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築物のうち、絶対高さ制限に係る規定に適合しない部分を有

する建築物（絶対高さ制限に係る規定に適合するに至った建築物を除く。）の建替え

を行う建築物で、既存の規模の範囲内での建替えであると区長が認めたものについ

ては、絶対高さ制限に限り適用しない。ただし、６「地区計画等の区域内の建築物

の特例」の規定（第１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物は、この

限りでない。 

(2) 第１号において、区長の認定を受け建替えを行った建築物で、災害等の発生によ

り特別な措置が必要なものと区長が認めて許可したものについては、絶対高さ制限

に限り適用しない。この場合において、区長は許可するにあたり、あらかじめ学識

経験者等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

１１ 絶対高さ制限に係る経過措置 

本項の規定の告示の日以前又は告示の日から起算して５年を超えない日までに建物

の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第６２条第１項、第６９条第

１項、又は第７０条第１項に規定する建替え決議に基づく建築物で、区長が認めたも

のについては、当該建築物に係る絶対高さ制限について、なお従前の例による。 
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種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
低
限
度
） 

 

既決定地区 

 

・世田谷通り 

 地区 

・ 目 黒 通 り 

 地区 

 

 

約  ha 

42.6 

 

建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最低限度は７メートルとする。 

ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の

部分については、この規定は適用しない。 

(1)  都市計画施設の区域内の建築物 

(2)  高さが７メートル未満の建築物の部分の水平投影

面積の合計が建築面積の２分の１未満かつ１００平

方メートル未満の建築物の当該部分 

(3)  増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が

施行令第１３７条の１０第１号及び第２号に定める

範囲のもの 

(4)  付属建築物で平屋建のもの（建築物に付属する門

又はへいを含む。） 

(5)  地下若しくは高架の工作物又は道路内に設ける建

築物その他これらに類するもの 

(6)  その他の建築物で特定行政庁（当該建築物に関す

る基準法上の事務について権限を有する特定行政庁

をいう。）が公益上又は土地利用上やむを得ないと認

めて許可したもの 

 

小 計 約  ha 

42.6 

  

  合 計 
約  ha 
5,591.0 

  

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由： 外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点から検討し

た結果、高度地区を変更する。 
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変 更 概 要 

 

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考 

世田谷区喜多見三丁目、

喜多見五丁目、喜多見六

丁目、宇奈根三丁目、大蔵

五丁目及び大蔵六丁目各

地内 

第１種高度地区 １９ｍ第２種高度地区 
約   ha 

１２．０ 
 

世田谷区喜多見三丁目、

喜多見五丁目、大蔵五丁

目及び大蔵六丁目各地内 

２５ｍ第２第高度地区 １９ｍ第２種高度地区 
約   ha 

１．４ 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 高 度 地 区  

（ 外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 関 連 ） 

 

２  理  由  

本 地 区 は 、世 田 谷 区 西 部 に 位 置 し 、次 大 夫 堀 緑 地 、野

川 、国 分 寺 崖 線 な ど 豊 か な 自 然 環 境 が 残 る 地 区 で あ り 、

風 致 地 区 に 指 定 さ れ て い る 。一 方 で 、土 地 区 画 整 理 事 業

を 施 行 す べ き 区 域 が 指 定 さ れ て い る ほ か 、 道 路 等 の 都

市 基 盤 が 未 整 備 な ま ま 市 街 化 が 進 行 し て 、 消 防 活 動 困

難 区 域 な ど の 防 災 上 の 課 題 が 残 る と と も に 、 生 活 利 便

施 設 の 不 足 す る 地 区 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に は 、 本 地 区 内 に お い て 高 速 自 動 車 国 道

第 一 東 海 自 動 車 道 と つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含

め た 東 京 都 市 計 画 道 路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業

認 可 が な さ れ た 。こ の 事 業 に 伴 い 、道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 の 誘 導 な ど の 街 づ く り を 必 要

と し て い る 。  

世 田 谷 区 都 市 整 備 方 針 で は 、 世 田 谷 通 り 及 び 多 摩 堤

通 り を 生 活 利 便 施 設 の 立 地 を 誘 導 す る 主 要 生 活 交 通 軸

に 位 置 付 け て い る 。さ ら に 、道 路 な ど の 都 市 基 盤 整 備 に

あ わ せ 、安 全・安 心 で 利 便 性 の 高 い 土 地 利 用 を 図 る と と

も に 、 誰 も が 移 動 し や す く 生 活 環 境 の 心 地 よ い み ど り

豊 か な 市 街 地 の 形 成 な ど を 図 る と し て い る 。あ わ せ て 、

ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 に 伴 い 創 出 さ れ る 上 部 空 間 等 の

活 用 に つ い て は 、 高 速 道 路 や 関 連 施 設 の 事 務 所 な ど と

の ゾ ー ン 区 分 を 調 整 し つ つ 、 緩 衝 緑 地 帯 の 整 備 を 図 る

と と も に 、 憩 い の 公 園 や 運 動 施 設 な ど の 地 域 コ ミ ュ ニ

テ ィ の 場 の 創 出 、 防 災 機 能 の 確 保 な ど に 向 け た 整 備 を

進 め る と し て い る 。  

今 回 、地 区 の 特 性 を 踏 ま え 、安 全 性 、防 災 性 及 び 利 便

性 の 向 上 に 資 す る 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 、 世 田 谷 通

り や 多 摩 堤 通 り 沿 道 に 生 活 利 便 施 設 が 立 地 し た 暮 ら し
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や す い 街 並 み 、 自 然 環 境 と 調 和 し た 良 好 な 街 並 み 並 び

に ジ ャ ン ク シ ョ ン の 上 部 空 間 と そ の 沿 道 な ど の 土 地 利

用 が 周 辺 住 環 境 と 調 和 し た 街 並 み の 形 成 を 目 指 し 、 外

環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る

こ と と な っ た 。  

こ の よ う な 背 景 を 踏 ま え 、 土 地 利 用 上 の 観 点 か ら 検

討 し た 結 果 、面 積 約 １ ３ ．４ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 、

高 度 地 区 を 変 更 す る も の で あ る 。  
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諮 問 第 ４ ２ ６ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画用途地域の変更について 

（外環道東名ジャンクション周辺地区）（諮問） 

 

 

  東京都市計画用途地域の変更（外環道東名ジャンクション周辺地区）について、東京

都より意見照会がありましたので、別紙のとおり回答することについて諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

（案） 

 

７世都計第   号 

令和８年１月  日 

 

東京都知事 

  小池 百合子 様 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画用途地域の変更について（回答） 

 

 

 令和７年１１月１０日付け、７都市政土第６８０号で照会のありました標記の件につい

て、異議はありません。 

  

 

 

 

 

 

 

1



東京都市計画用途地域の変更（東京都決定） 

都市計画用途地域を次のように変更する。 

（世田谷区分） 

種 類 

 

面 積  容積率 建蔽率 

外壁の後

退距離の

限度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の

高さの限

度 

備 考 

第 一 種

低 層 住 居

専 用 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 3.8   6/10 3/10 - - 10 0.1 

 256.2   8/10 4/10 - 100 10 4.5 

 1,680.3   10/10 5/10 - 80 10 29.6 

 235.8   15/10 5/10 - 80 10 4.2 

 7.4   15/10 5/10 - 80 12 0.1 

 654.0   15/10 6/10 - 70 10 11.5 

 6.4   20/10 6/10 - 70 12  0.1 

小  計  2,843.9            50.1 

第 二 種

低 層 住 居

専 用 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 45.8   15/10 6/10 - 70 12  0.8 

 40.8   20/10 6/10 - 70 12  0.7 

               

小  計  86.6             1.5 

第 一 種

中高層住居

専 用 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 5.5   10/10 4/10 - 100 -  0.1 

 7.7   10/10 5/10 - 80 -  0.1 

 39.5   15/10 5/10 - 80 -  0.7 

 14.3   15/10 6/10 - 70 -  0.3 

 7.1   20/10 5/10 - 80 -  0.1 

 207.4   20/10 6/10 - 60 -  3.7 

 1,077.7   20/10 6/10 - 70 - 19.0 

 0.8   30/10 6/10 - 60 -  0.0 

 4.8   30/10 6/10 - 70 -  0.1 

小  計  1,364.8         24.0 

第 二 種

中高層住居

専 用 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 17.6   20/10 6/10 - 60 -  0.3 

 132.8   20/10 6/10 - 70 -  2.3 

 1.3   30/10 6/10 - 60 -  0.0 

小  計  151.7          2.7 

第 一 種

住 居 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 131.1   20/10 6/10 - 60 -  2.3 

 359.9   20/10 6/10 - 70 -  6.3 

 24.7   30/10 6/10 - 60 -  0.4 

 30.7   30/10 6/10 - 70 -  0.5 

小  計  546.4          9.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

種 類  面 積  容積率 建蔽率 

外壁の後

退距離の

限度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の

高さの限

度 

備 考 

第 二 種

住 居 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 45.6   20/10 6/10 - 70 - 0.8 

 2.5   30/10 6/10 - 60 - 0.0 

 63.3   30/10 6/10 - 70 - 1.1 

小  計  111.4            2.0 

準 住 居

地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 8.3   20/10 6/10 - 70 - 0.1 

 3.1   30/10 6/10 - 60 - 0.1 

 55.5   30/10 6/10 - 70 - 1.0 

小  計  66.9        1.2 

近 隣

商 業 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 44.9   20/10 8/10 - - - 0.8 

 289.8   30/10 8/10 - - - 5.1 

 11.5   40/10 8/10 - - - 0.2 

小  計  346.2        6.1 

商 業 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 4.6   30/10 8/10 - - - 0.1 

 21.1   40/10 8/10 - - - 0.4 

 60.5   50/10 8/10 - - - 1.1 

 13.0   60/10 8/10 - - - 0.2 

小  計  99.2        1.7 

準 工 業

地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 4.6   20/10 6/10 - 60 - 0.1 

 49.1   20/10 6/10 - 70 - 0.9 

 2.4   30/10 6/10 - 60 - 0.0 

 2.2   30/10 6/10 - 70 - 0.0 

小  計  58.3        1.0 

工 業 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 -   - - - - - - 

          

小  計          

工 業

専 用 地 域

約  ha 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   % 

 -   - - - - - - 

          

小  計          

 約  ha          % 

合  計 5,675.4        100 

          

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

理由： 外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、用途

地域を変更する。 
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新旧対照表 

( )内は変更箇所を示す。 

（世田谷区分） 

            

種 類 容積率 建蔽率 

外壁

の後

退距 

離の

限度 

建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度 

建築 

物の 

高さ 

の限 

度 

新 旧 対 照 面 積 表 

新 旧 増減 

面積[A] 比率 面積[B] 比率 [A-B] 

 以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha

第 二 種 

住 居 地 域 

20/10 6/10 - 70 - 45.6 0.8 45.6 0.8  
30/10 6/10 - 60 - 2.5 0.0 2.5 0.0  
30/10 6/10 - 70 - 63.3 1.1 63.3 1.1  

小 計      111.4 2.0 111.4 2.0  

準住居地域 

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha 

20/10 6/10 - 70 - 8.3 0.1 8.3 0.1  
30/10 6/10 - 60 - 3.1 0.1 3.1 0.1  
30/10 6/10 - 70 - 55.5 1.0 55.5 1.0  

小  計        66.9 1.2 66.9 1.2  

近 隣 

商 業 地 域 

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha
20/10 8/10 - - - 44.9 0.8 44.9 0.8  

30/10 8/10 - - - 289.8 5.1 289.8 5.1  
40/10 8/10 - - - 11.5 0.2 11.5 0.2  

小  計        346.2 6.1 346.2 6.1  

商 業 地 域 

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha
30/10 8/10 - - - 4.6 0.1 4.6 0.1  

40/10 8/10 - - - 21.1 0.4 21.1 0.4  
50/10 8/10 - - - 60.5 1.1 60.5 1.1  
60/10 8/10 - - - 13.0 0.2 13.0 0.2  

小  計        99.2 1.7 99.2 1.7  

準工業地域 

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha

20/10 6/10 - 60 - 4.6 0.1 4.6 0.1  

20/10 6/10 - 70 - 49.1 0.9 49.1 0.9  

30/10 6/10 - 60 - 2.4 0.0 2.4 0.0  
30/10 6/10 - 70 - 2.2 0.0 2.2 0.0  

小  計        58.3 1.0 58.3 1.0  

工 業 地 域 
以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha
- - - - - - - - -  

小  計           

工 業   
専 用 地 域 

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約 ha
- - - - - - - - -  

小  計           

      約   ha  % 約   ha  % 約 ha

合  計 
     

5,675.4 100 5,675.4 100  

種 類 容積率 建蔽率 

外壁 

の後 

退距 

離の 

限度 

建築 

物の 

敷地 

面積 

の最 

低限 

度 

建築 

物の 

高さ 

の限 

度 

新 旧 対 照 面 積 表 

新 旧 増減 

面積[A] 比率 面積[B] 比率 [A-B] 

第 一 種

低 層 住 居
専 用 地 域

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約  ha 

6/10 3/10 - - 10 3.8  0.1  3.8  0.1    
8/10 4/10 - 100 10 256.2  4.5  256.2  4.5    
10/10 5/10 - 80 10 (1,680.3) (29.6) (1,711.2)  (30.2)  △ 30.9 

15/10 5/10 - 80 10 (235.8) (4.2) (216.8) (3.8) 19.0 
15/10 5/10 - 80 12 (7.4)  (0.1)  (7.4)  (0.1)  △0.0 

[△430㎡] 

15/10 6/10 - 70 10 654.0  11.5  654.0  11.5    
20/10 6/10 - 70 12 6.4  0.1  6.4  0.1    

小  計      (2,843.9) (50.1) (2,855.8) (50.3) △ 11.9 

第 二 種
低 層 住 居
専 用 地 域

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約  ha 
15/10 6/10 - 70 12 45.8  0.8  45.8  0.8    
20/10 6/10 - 70 12 40.8  0.7  40.8  0.7    

小  計      86.6  1.5  86.6  1.5    

第 一 種
中高層住居

専 用 地 域

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約  ha 

10/10 4/10 - 100 - 5.5  0.1  5.5  0.1    
10/10 5/10 - 80 - 7.7  0.1  7.7  0.1    
15/10 5/10 - 80 - 39.5 0.7 39.5 0.7   

15/10 6/10 - 70 - 14.3  0.3  14.3  0.3    
20/10 5/10 - 80 - 7.1  0.1  7.1  0.1    
20/10 6/10 - 60 - (207.4) (3.7) (209.9) (3.7) △ 2.5 

20/10 6/10 - 70 - 1,077.7  19.0  1,077.7  19.0    
30/10 6/10 - 60 - 0.8  0.0  0.8  0.0    
30/10 6/10 - 70 - 4.8  0.1  4.8  0.1    

小  計      (1,364.8) (24.0) (1,367.3) (24.1) △ 2.5 

第 二 種
中高層住居
専 用 地 域

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約  ha 
20/10 6/10 - 60 - 17.6  0.3  17.6  0.3    

20/10 6/10 - 70 - (132.8) (2.3) (121.9)  (2.1)  10.9 
30/10 6/10 - 60 - 1.3  0.0  1.3  0.0    

小  計      (151.7) (2.7) (140.8)  (2.5)  10.9 

第 一 種
住 居 地 域

以下 以下 ｍ ㎡ ｍ 約   ha 約   % 約   ha 約   % 約  ha 
20/10 6/10 - 60 - 131.1  2.3  131.1  2.3    

20/10 6/10 - 70 - (359.9) (6.3) (356.4)  (6.3)  3.5 
30/10 6/10 - 60 - 24.7  0.4  24.7  0.4    
30/10 6/10 - 70 - 30.7  0.5  30.7  0.5    

小  計      (546.4) (9.6) (542.9) (9.6) 3.5 
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変 更 概 要 

（世田谷区分） 

変 更 箇 所 変 更 前 変 更 後 面 積 備 考 

世田谷区喜多見三丁

目、喜多見五丁目、喜

多見六丁目及び大蔵

五丁目各地内 

第一種低層住居専用地域 

建蔽率       ５０％ 

容積率      １００％ 

高さの限度     １０ｍ 

敷地面積の最低限度 ８０㎡ 

第一種低層住居専用地域 

建蔽率       ５０％ 

容積率      １５０％ 

高さの限度     １０ｍ 

敷地面積の最低限度 ８０㎡ 

約   ha 

１９．０ 
容積率の変更 

世田谷区喜多見三丁

目地内 

第一種低層住居専用地域 

建蔽率       ５０％ 

容積率      １００％ 

高さの限度     １０ｍ 

敷地面積の最低限度 ８０㎡ 

第一種中高層住居専用地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

約   ha 

０．０ 

（約２１０㎡） 

用途、建蔽率、容積率及び敷地面積

の最低限度の変更並びに高さの限

度の廃止 

世田谷区喜多見三丁

目、喜多見五丁目、喜

多見六丁目、宇奈根三

丁目、大蔵五丁目及び

大蔵六丁目各地内 

第一種低層住居専用地域 

建蔽率       ５０％ 

容積率      １００％ 

高さの限度     １０ｍ 

敷地面積の最低限度 ８０㎡ 

第二種中高層住居専用地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

約   ha 

１１．９ 

用途、建蔽率、容積率及び敷地面積

の最低限度の変更並びに高さの限

度の廃止 

世田谷区大蔵五丁目

地内 

第一種低層住居専用地域 

建蔽率       ５０％ 

容積率      １５０％ 

高さの限度     １２ｍ 

敷地面積の最低限度 ８０㎡ 

第二種中高層住居専用地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

約   ha 

０．０ 

（約４３０㎡） 

用途、建蔽率、容積率及び敷地面積

の最低限度の変更並びに高さの限

度の廃止 

世田谷区喜多見三丁

目、大蔵五丁目及び大

蔵六丁目各地内 

第一種中高層住居専用地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

第二種中高層住居専用地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

約   ha 

２．５ 
用途の変更 

世田谷区喜多見三丁

目、喜多見五丁目及び

喜多見七丁目各地内 

第二種中高層住居専用地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

第一種住居地域 

建蔽率       ６０％ 

容積率      ２００％ 

高さの限度      ―ｍ 

敷地面積の最低限度 ７０㎡ 

約   ha 

３．５ 
用途の変更 
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 用 途 地 域 （ 世 田 谷 区 ）  

（ 外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 関 連 ） 

 

２  理  由  

本 地 区 は 、世 田 谷 区 西 部 に 位 置 し 、次 大 夫 堀 緑 地 、野

川 、国 分 寺 崖 線 な ど 豊 か な 自 然 環 境 が 残 る 地 区 で あ り 、

風 致 地 区 に 指 定 さ れ て い る 。一 方 で 、土 地 区 画 整 理 事 業

を 施 行 す べ き 区 域 が 指 定 さ れ て い る ほ か 、 道 路 等 の 都

市 基 盤 が 未 整 備 な ま ま 市 街 化 が 進 行 し て 、 消 防 活 動 困

難 区 域 な ど の 防 災 上 の 課 題 が 残 る と と も に 、 生 活 利 便

施 設 の 不 足 す る 地 区 で あ る 。  

平 成 ２ ６ 年 に は 、 本 地 区 内 に お い て 高 速 自 動 車 国 道

第 一 東 海 自 動 車 道 と つ な ぐ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 を 含

め た 東 京 都 市 計 画 道 路 都 市 高 速 道 路 外 郭 環 状 線 の 事 業

認 可 が な さ れ た 。こ の 事 業 に 伴 い 、道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の

形 成 や 合 理 的 な 土 地 利 用 の 誘 導 な ど の 街 づ く り を 必 要

と し て い る 。  

世 田 谷 区 都 市 整 備 方 針 で は 、 世 田 谷 通 り 及 び 多 摩 堤

通 り を 生 活 利 便 施 設 の 立 地 を 誘 導 す る 主 要 生 活 交 通 軸

に 位 置 付 け て い る 。さ ら に 、道 路 な ど の 都 市 基 盤 整 備 に

あ わ せ 、安 全・安 心 で 利 便 性 の 高 い 土 地 利 用 を 図 る と と

も に 、 誰 も が 移 動 し や す く 生 活 環 境 の 心 地 よ い み ど り

豊 か な 市 街 地 の 形 成 な ど を 図 る と し て い る 。あ わ せ て 、

ジ ャ ン ク シ ョ ン の 整 備 に 伴 い 創 出 さ れ る 上 部 空 間 等 の

活 用 に つ い て は 、 高 速 道 路 や 関 連 施 設 の 事 務 所 な ど と

の ゾ ー ン 区 分 を 調 整 し つ つ 、 緩 衝 緑 地 帯 の 整 備 を 図 る

と と も に 、 憩 い の 公 園 や 運 動 施 設 な ど の 地 域 コ ミ ュ ニ

テ ィ の 場 の 創 出 、 防 災 機 能 の 確 保 な ど に 向 け た 整 備 を

進 め る と し て い る 。  

今 回 、地 区 の 特 性 を 踏 ま え 、安 全 性 、防 災 性 及 び 利 便

性 の 向 上 に 資 す る 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 、 世 田 谷 通

り や 多 摩 堤 通 り 沿 道 に 生 活 利 便 施 設 が 立 地 し た 暮 ら し
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や す い 街 並 み 、 自 然 環 境 と 調 和 し た 良 好 な 街 並 み 並 び

に ジ ャ ン ク シ ョ ン の 上 部 空 間 と そ の 沿 道 な ど の 土 地 利

用 が 周 辺 住 環 境 と 調 和 し た 街 並 み の 形 成 を 目 指 し 、 外

環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る

こ と と な っ た 。  

こ の よ う な 背 景 を 踏 ま え 、 土 地 利 用 上 の 観 点 か ら 検

討 し た 結 果 、面 積 約 ３ ７ ．５ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 、

用 途 地 域 を 変 更 す る も の で あ る 。  
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諮 問 第 ４ ２ ７ 号 

令和８年１月１３日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画土地区画整理事業の変更について 

（世田谷南部土地区画整理事業）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、東京

都市計画土地区画整理事業の変更（世田谷南部土地区画整理事業）について、東京都よ

り意見照会がありましたので、別紙のとおり回答することについて諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





（案） 

 
７世都計第   号 
令和８年１月  日 

 
 
東京都知事 

  小池 百合子 様 

 
 

世田谷区長 
保坂 展人 

 
 
 

東京都市計画土地区画整理事業の変更について（回答） 
（世田谷南部土地区画整理事業） 

 
 

令和７年１１月６日付７都市整企第２８０号にて意見照会のあった標記の件 
について、下記のとおり回答いたします。 

 
 

記 

 
 

  東京都市計画土地区画整理事業（世田谷南部土地区画整理事業）の変更 
について異議はありません。 

 
 
 
 

以上 
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東京都市計画土地区画整理事業の変更（東京都決定） 

世田谷南部土地区画整理事業を次のように変更する。 

名  称 世田谷南部土地区画整理事業 

面  積 約 ５３７．４ ｈａ 

公 

共 

施 

設 

の 

配 

置 

道 路 

種 別 名 称 規 模 備 考 

自動車専用道路 都市高速道路第３号線 

別に都市計画において定めるとおり 

 

区画街路 都市高速道路第３号線附属街路第１号線  

区画街路 都市高速道路第３号線附属街路第２号線  

自動車専用道路 都市高速道路外郭環状線  

区画街路 都市高速道路外郭環状線附属街路第１号線  

区画街路 都市高速道路外郭環状線附属街路第２号線  

区画街路 都市高速鉄道第９号線付属街路第２号線  

幹線道路 幹線街路環状第８号線  

幹線街路 幹線街路補助線街路第５１号線  

幹線街路 幹線街路補助線街路第１２５号線  

幹線街路 幹線街路補助線街路第２１３号線  

幹線街路 幹線街路補助線街路第２１４号線  

幹線街路 幹線街路補助線街路第２１６号線  

区画街路 世田谷区画街路第１号線  

区画街路 世田谷区画街路第２号線  

2



  

 

公 

共 

施 

設 

の 

配 

置 

道 路 
区画街路 世田谷区画街路第３号線 

別に都市計画において定めるとおり 
 

特殊街路 世田谷自転車歩行者道第１号線  

公園及び 

緑地 

種 別 名 称 規 模 備 考 

広域公園 ９・６・５号 砧公園 

別に都市計画において定めるとおり 

 

地区公園 ４・４・７号 砧西公園  

街区公園 ２・２・５８号 堂ヶ谷戸公園  

街区公園 ２・２・５９号 前耕地公園  

街区公園 ２・２・６０号 谷川公園  

街区公園 ２・２・６１号 石井戸公園  

街区公園 ２・２・６２号 おっこし記念公園  

街区公園 ２・２・６６号 喜多見一丁目東公園  

街区公園 ２・２・６７号 宇奈根二丁目公園  

街区公園 ２・２・６８号 宮之原公園  

街区公園 ２・２・７２号 宇奈根東部記念公園  

街区公園 ２・２・７３号 宇奈根一丁目公園  

街区公園 ２・２・７４号 宇奈根三角公園  

特殊公園 ８・３・１９号 瀬田農業公園  

特殊公園 ８・３・２６号 喜多見農業公園  

緑地 ２号 多摩川緑地  
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「施行区域は、計画図表示のとおり」 

理由：道路などの都市基盤が一定の水準に達しており、地区計画により整備手法を変更する区域を施行区域から削除する。  

公 

共 

施 

設 

の 

配 

置 

公園及び 

緑地 

緑地 １８号 次大夫堀緑地 

別に都市計画において定めるとおり 

 

緑地 ３１号 丸子川・岡本静嘉堂緑地  

緑地 ６０号 稲荷塚古墳緑地  

緑地 ６４号 成城みつ池緑地  

緑地 ７０号 成城四丁目緑地  

緑地 ７３号 大蔵緑地  

緑地 ９１号 岡本二丁目緑地  

緑地 ９５号 岡本わきみず緑地  

緑地 ９６号 岡本いこいのもり緑地  

その他の 

公共施設 

種 別 名 称 規 模 備 考 

都市高速鉄道 都市高速鉄道第９号線（小田急電鉄小田原線） 別に都市計画において定めるとおり  

宅地の整備の方針 土地利用計画、街区の規模等については、住宅地としての土地利用を考慮する。 
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変 更 概 要 

世田谷南部土地区画整理事業 

施 行 区 域 

 

削除する区域 

 

 世田谷区 喜多見三丁目、喜多見五丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵六丁目各地

内 

 

変更後の区域 

 

 世田谷区 上用賀五丁目、玉川三丁目、瀬田四丁目、瀬田五丁目、玉川台二丁目、成城一丁目、成城三丁目、成城四丁

目、喜多見一丁目、喜多見二丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁目、喜多見五丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁

目、喜多見八丁目、喜多見九丁目、宇奈根一丁目、宇奈根二丁目、宇奈根三丁目、鎌田一丁目、鎌田二丁目、

鎌田三丁目、鎌田四丁目、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁目、大蔵一丁目、大蔵二丁目、大蔵四丁目、大

蔵五丁目、大蔵六丁目及び砧公園各地内 

事    項 旧 新 比較増△減 摘 要 

施行区域面積 約 ５９０．０ ｈａ 約 ５３７．４ ｈａ △ 約 ５２．６ ｈａ  
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参 考 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業  世 田 谷 南 部 土 地 区

画 整 理 事 業  

 

２  理  由  

当 該 区 域 は 、 昭 和 ４ ４ 年 ５ 月 に 土 地 区 画 整 理 事 業 を

施 行 す べ き 区 域 と し て 面 積 約 ５ ９ ０ ． ０ ｈ ａ が 都 市 計

画 決 定 さ れ 、土 地 区 画 整 理 事 業 を 順 次 進 め て き て い る 。 

都 で は 、住 環 境 の 整 備 や 防 災 性 の 向 上 な ど 、地 域 特 性

に あ っ た よ り 良 い 市 街 地 整 備 を 推 進 す る た め 、「 周 辺 区

部 に お け る 土 地 区 画 整 理 事 業 を 施 行 す べ き 区 域 の 市 街

地 整 備 の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」 を 平 成 １ ４ 年 ３ 月 に 策

定 し 、 地 区 計 画 な ど 土 地 区 画 整 理 事 業 以 外 の 整 備 手 法

で ま ち づ く り を 進 め る こ と に よ っ て 、 施 行 区 域 か ら 除

外 す る こ と を 可 能 と し た 。  

当 該 区 域 内 で 、 東 京 都 市 計 画 道 路 都 市 高 速 道 路 外 郭

環 状 線 の 事 業 に 伴 い 、安 全 性 、防 災 性 及 び 利 便 性 の 向 上

に 資 す る 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 、 世 田 谷 通 り や 多 摩

堤 通 り 沿 道 に 生 活 利 便 施 設 が 立 地 し た 暮 ら し や す い 街

並 み 、 自 然 環 境 と 調 和 し た 良 好 な 街 並 み 並 び に ジ ャ ン

ク シ ョ ン の 上 部 空 間 と そ の 沿 道 な ど の 土 地 利 用 が 周 辺

住 環 境 と 調 和 し た 街 並 み の 形 成 を 目 指 し 、 外 環 道 東 名

ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る こ と と な

っ た 。  

本 件 は 、 上 記 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く 整 備 手 法 を 変 更

す る 区 域 と し て 、 外 環 道 東 名 ジ ャ ン ク シ ョ ン 周 辺 地 区

地 区 計 画 を 定 め る 区 域 の う ち 、面 積 約 ５ ２ ．６ ｈ ａ の 区

域 に つ い て 、施 行 区 域 か ら 削 除 し 、面 積 を 約 ５ ３ ７ ．４

ｈ ａ に 縮 小 す る 変 更 を 行 う も の で あ る 。  
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１ 

 

説 明 用 資 料 １ 

令和８年１月１３日 

砧総合支所街づくり課 

 

東京都市計画地区計画の決定（外環道東名ジャンクション周辺地区）、 

東京都市計画地区計画の変更（世田谷西部地域喜多見地区、世田谷西部地域宇奈根地区、

世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区、世田谷西部地域大蔵・喜多見地区及び田直

地区）、東京都市計画高度地区の変更（外環道東名ジャンクション周辺地区）、 

東京都市計画用途地域の変更（外環道東名ジャンクション周辺地区）及び 

東京都市計画土地区画整理事業の変更（世田谷南部土地区画整理事業）について 

 

１ 主旨 

 外環道東名ジャンクション周辺地区では、平成２１年の都市計画道路都市高速道路外

郭環状線（以下「外環道」という。）の事業化を契機に街づくりの検討に取組んできた。 

「世田谷区都市整備方針」（令和７年７月）では、アクションエリアに位置付け、区画

道路などの都市基盤整備にあわせ、安全・安心で利便性の高い土地利用を図るとともに、

みどり豊かな市街地の形成などを行うこととしている。 

この度、都市計画法第１７条第１項に基づく公告・縦覧を終えたので、「外環道東名ジ

ャンクション周辺地区地区計画」及び関連する都市計画の変更について諮問する。 

また、東京都決定である用途地域及び土地区画整理事業（世田谷南部土地区画整理事

業）の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条

第１項の規定により、東京都より受けた意見照会に対し、別紙の通り回答することにつ

いて諮問する。 

 

２ 対象地区 

 

 

外環道東名ジャンクション周辺地区 

地区計画策定予定区域 

砧公園 

大蔵住宅 

外環道 

N 



 

 

２ 

 

３ これまでの経緯 

平成２２年 ８月  東名ジャンクション周辺地区街づくり方針策定 

平成２５年１０月  街づくり説明会開催 

１２月～ 街づくり検討会（第１～９回・まち歩き）の開催 

平成２８年 ２月  区画道路の意見交換会の開催 

１２月  地区計画等（方針案）の意見交換会の開催 

平成３０年 ２月  地区計画等（たたき台）の意見交換会の開催 

令和 ２年 ２月  地区計画（素案）説明会の開催 

 令和 ６年 ２月  地区計画等（素案）の見直しに向けた意見交換会及びオープンハ

ウスの開催 

令和７年 ２月～３月 地区計画等（変更素案）説明会 

     ８月   都市計画審議会（１６条予告） 

    ９月   都市計画第１６条による地区計画（原案）の公告・縦覧 

及び地区計画等（原案）説明会開催 

     １０月   都市計画審議会（１６条報告・１７条予告） 

     １２月   都市計画法第１７条による地区計画等（案）の公告・縦覧 

 

 

４ 地区計画（案）について 

（１）名称 外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画 

（２）位置 宇奈根三丁目、大蔵五丁目、大蔵六丁目、喜多見三丁目、喜多見五丁目、 

喜多見六丁目及び喜多見七丁目各地内 

（３）面積 約５２．８ｈａ 

（４）目標 

① 安全性、防災性及び利便性の向上に資する道路ネットワークの形成 

② 世田谷通り、多摩堤通りの沿道に生活利便施設が立地し、住宅・商業・業務機能

等が調和した暮らしやすい街並みの形成 

③ 野川や国分寺崖線などのみどり豊かな自然環境と調和した良好な街並みの形成 

④ ジャンクションの上部空間及びその沿道等の土地利用と周辺住環境が調和した

街並みの形成 

（５）地区整備計画 

① 地区施設：区画道路１２路線、機能補償道路１７路線、公園２ヶ所 

② 地区の区分：６地区 

③ 建築物等に関する事項：用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、

敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置

の制限、高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構

造の制限 

 

 

 



 

 

３ 

 

 

５ 関連する都市計画の変更 

 （１）地区計画（５地区）の変更〔世田谷区決定〕 

    世田谷西部地域喜多見地区（区域の変更） 

世田谷西部地域宇奈根地区（区域の変更） 

    世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区（区域の変更） 

    世田谷西部地域大蔵・喜多見地区（廃止） 

田直地区（廃止） 

 （２）高度地区の変更〔世田谷区決定〕 

 （３）用途地域の変更〔東京都決定〕 

（４）土地区画整理事業の変更（世田谷南部土地区画整理事業）〔東京都決定〕 

 

７ 地区計画等（案）に対する縦覧・意見書について 

 （１）縦覧期間    令和７年１２月１日～令和７年１２月１５日 

 （２）意見書提出期間 令和７年１２月１日～令和７年１２月１５日 

 （３）意見書の提出  1通（１名） 

外環道東名ジャンクション

周辺地区地区計画 

 

高度地区 

高速道路周辺地区内の機能補償道路北側

に畑を所有し営農しているが、外環道を作

るときには道路が潜るので支障ないと聞

いていた。 

畑仕事に影響がでないか心配のため、隣接

敷地での最大規模の建築を想定した夏場・

冬場の日陰の図を示してほしい。 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年 ２月    東京都都市計画審議会付議（東京都市計画用途地域の変更、 

東京都市計画土地区画整理事業の変更） 

       ３月    都市計画決定・告示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

意見書の要旨 

 

東京都市計画地区計画外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画及び東京都市計画高

度地区の変更に係る都市計画の案を、令和７年１２月１日から令和７年１２月１５日まで

２週間公衆の縦覧に供し、都市計画法第１７条第２項及び同法第２１条第２項において準

用する同法第１７条第２項の規定により、同２週間意見書の受付を行ったところ、１通（１

名）の提出があった。その意見書の要旨は次のとおりである。 

 

名称 主な意見書の要旨 世田谷区の見解 

東
京
都
市
計
画 

地
区
計
画
外
環
道
東
名
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
地
区
地
区
計
画 

高
度
地
区 

外環事業区域北側の高速道路周辺

地区内に畑を所有し営農している

が、外環道を作るときには道路が潜

るので支障ないと聞いていた。 

畑仕事に影響がでないか心配のた

め、隣接敷地での最大規模の建築を

想定した夏場・冬場の日陰の図を示

してほしい。 

高速道路周辺地区では、高さの最高

限度を５００㎡未満の敷地では１２

ｍ、５００㎡以上の敷地では第二種風

致地区の許可の基準となる１５ｍに制

限します。 

また、建築基準法の日影規制※では、

一年で最も影が長くなる冬至日を基準

に、建築物が周囲に落とす日影の時間

を制限します。本地区では、高さ１０

ｍを超える建築物に適用され、建築物

の地盤面から高さ４ｍの水平面におい

て、建築物の敷地の境界線から１０ｍ

を超える範囲で２時間以上の影を落と

すことを制限します。 

 日影については、敷地の形状や建築

計画によって、影響がそれぞれ異なる

ため一概には言えませんが、上記の規

制のほか、壁面後退や斜線制限などの

ルールを総合的に適用し、農地も含め

た周辺環境と調和した良好な街並みの

形成を図ります。 

 

※日影規制（日影図等）については、

建築ガイド（世田谷区：令和６年４月

発行）３６ページ「４－１０日影規制

のあらまし」を併せてご覧ください。 

 

 

 

 


